


















第６章　計画策定後の進行管理

　本計画の推進にあたっては、PLAN（計画策定）、DO（施策の実施）、CHECK（進捗状況の

把握、点検・評価）、ACTION（見直し・改善）の PDCA サイクルに基づき行います。

　具体的には PLAN で緑の基本計画の策定・改定を行い本計画の実行性を高め、DO で具体的

な施策を実行し、CHECK で個別施策の進捗状況の評価・検証を行うとともに（仮称）緑化推

進委員会等による市民の意見を取り入れ、ACTION で計画の推進に関する点検や評価を受けて

の推進施策の見直しや改善を行います。

　本計画の目標年次は平成４７年ですが、中間年次である平成３７年には全体的な計画内容の検

証・見直しを図ります。また、社会情勢の変化や緑に関する新しい考え方など、本計画の策定に

あたり重要な基礎条件に変更があった場合については、整合を図るための見直しを行うものとし

ます。

　各個別施策については、施策内容やその効果により1年から3年程度の定期的な検証を行い、

施策の修正等を行います。

　さらに、上記の進行管理結果をホームページ等により公開することで、より実行性を高めます。

 P D C Aサイクル 

PLAN 計画策定計画策定

緑の基本計画の策定・改定

DO 施策の実施施策の実施

緑に関する推進施策の実施

ACTION 見直し・改善見直し・改善

点検や評価を受けての個別施策の

見直しや改善

CHECK 進捗状況の把握進捗状況の把握

点検・評価点検・評価

個別施策の進捗状況の評価・検証

市民意見の収集
（(仮称)緑化推進委員会等による）

市内全域の緑の状況把握
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第７章　緑の基本計画とは
１ 緑の基本計画の必要性と意義 

✤ 緑の基本計画の特徴

✤ 緑の基本計画の必要性と意義

✤ 緑の基本計画策定による効果

市民

市

　「緑の基本計画」は、平成 6 年 6 月の都市緑地保全法（現：都市緑地法）の改正において

導入された、市町村が中長期的な視点に立って策定する都市の緑の適正な保全及び緑化に関

する基本計画です。

・個性あるまちづくりを進める上で、「緑のあり方」に対する市民の関心の高まりに応

  え、ビジョンを明確化していく必要があります。

・都市の緑は何も施策を講じないと失われていく恐れがあるため、確実に確保していく

 ためには長期的で総合的な計画が必要です。

  これらを総合化し、緑のあり方とその実現方針を示すことが、市民に最も身近な地方

公共団体である市の役割として求められています。

・緑への関心が高まっている市民のニーズに対し、基本方針等を示すことにより対応す

  ることができます。

・緑豊かな生活環境を形成していくために、市民の参加や協力によってまちづくりが推

  進されます。

・望ましい緑の都市の実現に向けて、緑豊かな都市形成を行うための指針となります。

・計画の目標実現へ向けて、行政内部での合意形成が促進されます。

・重点的、効率的な事業の推進が可能となります。

・市町村の緑とオープンスペースに関する総合的な計画です。

・計画の策定または変更に際して、住民意見の反映が義務づけられています。

・法律に基づく措置から緑に関する普及啓発等のソフト施策に至る、幅広い内容が含ま

  れます。

・市民と行政が一体となって計画の実現に取り組んでいけるよう、法律で計画内容の公

  表が義務づけられています。
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２ 船橋市緑の基本計画改定の背景 

　船橋市緑の基本計画は平成 9 年 3 月に策定し、平成 19 年 10 月に改定を行いました。

　平成２３年に起きた東日本大震災に起因する防災意識の高まりや、異常気象の一因と考えら

れている地球温暖化への対策や対応といった社会情勢の変化、また、緑化に関する普及・啓発

活動をしていた財団法人船橋市緑の基金の解散といった経緯を踏まえ、現状に合った計画とす

るために改定を行うこととしました。

【船橋市都市計画マスタープランより】 

水とみどりの方針図

　豊かな水辺と緑を守り、活用し、生物多様性の

確保にも配慮した、自然が豊かでふるさとが感じ

られる水と緑のネットワークの形成を目指します。

　また、新たな緑の創出や、地域特性に応じた公

園づくりを推進し、より身近で自然に親しみ、安

らぎを感じられるまちを目指します。

■スポーツ健康都市宣言
　　　　( 昭和 58 年 10 月）
■福祉と緑の都市宣言
　　　　　（平成 4年 9月）
■環境共生モデル都市指定
　　　　　（平成 5年 9月）
■環境共生まちづくり条例
　　　　　（平成 7年 6月）

緑のマスタープラン策定・改定

●緑の基本計画の経過

ふなばしのみどり 2001 年計画（平成 3年）

船橋市緑の基本計画の策定（平成 8年度）

船橋市緑の基本計画の改定（平成 19 年度）

船橋市緑の基本計画の改定（平成 28 年度）

緑化重点地区計画 ( 見直し）
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（１）緑の基本計画の位置づけ 

■緑の基本計画の位置づけ 

 船橋市総合計画

（基本構想・基本計画）

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
（千葉県都市計画区域マスタープラン） 

船橋市都市計画マスタープラン

（関連計画） 
・千葉県広域緑地計画 
・船橋市環境基本計画 
・船橋市景観計画 等

船 橋 市 緑 の 基 本 計 画 

（２） 国・県の動向 

　緑の基本計画は、市民と行政が一体となって取り組む緑のまちづくりの共通目標・指針と

なるもので、市の総合計画、都市計画マスタープランのもとに位置づけられ、環境基本計画

や景観計画などと密接な関係を持っています。 

平成16年の都市緑地法改正では、緑地の保全・都市公園の整備・緑化の推進や景観形成に

係る新たな制度が設けられました。また、緑の基本計画に「地方公共団体の設置に係る都

市公園の整備の方針」を定めることが追加されるなど、計画内容の充実が図られました。

これにより「緑の基本計画」は、緑地の保全、緑化の推進及び都市公園の整備を総合的に

推進するための基本計画として位置づけられました。 

さらに、「緑の基本計画」は、これまで「環境基本計画との調和が保たれものであること」、

「都市計画マスタープランの首都圏の近郊緑地保全計画に適合していること」が求められ

てきましたが、この法改正で新たに「景観法による景観計画との調和が保たれているもの

であること」が追加されています。

   
「生物多様性の確保」は、「地球温暖化」と並ぶ21世紀の２大環境問題です。平成22年

10月に愛知県で開催された「生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）」では、平成

23年（2011年）以降の生物多様性の確保に関する「新戦略計画、愛知目標」が採択され

たほか、「生物多様性のための準国家政府、都市及びその他地方自治体の行動計画」も採択

されるなど、生物多様性の確保のための取り組みが世界的にも進展しています。

平成23年10月には都市緑地法運用指針が改正され、緑の基本計画の内容や計画策定の際の

留意事項に、生物多様性の確保の視点が追加され、さらには、そのための配慮事等をまと

めた「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」を国土交通省が

策定しています。

平成27年11月に「気候変動の影響への適応計画」が国で策定され、これまでの地球温暖化

の緩和策に対して自然環境等への被害を最小化あるいは回避し、迅速に回復する適応等が

示されました。

千葉県では、平成28年3月に、県が広域的見地から定める都市計画の基本的な方針である

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）を変更し、「豊

かな自然を継承し、持続可能な街」を含む４つの基本理念が示されました。  
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